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令 和 2年 2月 7

一 般 社 団 法 人 秋 田 県 産 業 廃 棄 物 協 会

会 長  山 岡  緑 三 郎  様

調

秋 田県 生 活 環 境 部

廃 棄 物 処 理 に お け る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 策 の 実 施 等

に つ い て (通 知 )

本 県 の 廃 棄 物 行 政 の 推 進 に つ い て は 、 日頃 か ら御 協 力 賜 り、厚 くお 礼 申 し

上 げ ま す 。

さ て 、 令 和 2年 1月 30日 付 け 環 循 適 発 第 20013010号 及 び 環 循 規 発 第

20013027号 で 環 境 省 環 境 再 生 。資 源 循 環 局 長 よ り別 添 の と お り通 知 が あ りま

した の で お 知 らせ し ま す 。

つ き ま して は 、「廃 棄 物 処 理 に お け る 新 型 イ ン フ ル エ ンザ 対 策 ガ イ ドライ

ン」 (平 成 21年 3月 環 境 省 )に お い て 示 さ れ る 廃 棄 物 処 理 業 者 が 取 る べ き

措 置 の 内 容 に 準 拠 し、 安 全 か つ 安 定 的 に 廃 棄 物 の 適 正 処 理 が 行 わ れ る よ う、

貴 会 員 に 周 知 し て くだ さ る よ うお 願 い し ま す 。
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秋 田県 生 活 環 境 部

環 境 整 備 課 廃 棄 物 対 策 班
電  話 :018-860-1624
F A X :018-860-3835
E― mailirecycteOpref.akita lg.ip

22,07



乗循適発第 20013010号

環循規発第 20013027号

令 和 2年 1月 30日

各都道府県知事 。各政令市市長 えt

環境省環境再生・資源循環局長

(公 印 省 略 )

廃葉物処理における新型コロナウイアレス対策の実施等について (通知)

廃棄物行政の推進につきましては、かねてから御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

廃葉物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策の一環として、本年 1月

22日 付け環循適発第2001225号 。環循規発第2001223号環境省乗境再生 。資源循環局長通

知により「廃葉物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」 (平成30年 3月 )

(https:偽卿veぷにojp′rettcle′ kansermanua11.pdう に基づく対策について通知したと

ころですが、今般、令和 2年 1月 30日 付けで、政府としての対策を総合的かつ]虫力に推進

するため、新たに内閣に新型コロナウイルス感染症対策本部を設置したところです。

廃棄物処理事業は、国民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、我が

国において、新型コロナタイアレスが流行した場合においても、安全かつ安定的に廃棄物の

適正処理を行うとともに、その事業を継続することが求められますD

このような状況を踏まえ、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」

(平成21年 3月 )(ht“i鶴 iewgojpん ettcle/mis(ノnewいユu′index.h伍1)において示し

ている廃棄物理理事業者等が取るべき措置等の内容に準拠し、安全かつ安定的に廃葉物の

適正処理が行われるよう、貴職におかれても指導監督始め必要な措置の実施に努めるとと

もに、貴管下廃葉物処理業者、関連医療関係機関等及び貴管下市町村に対し、周知徹底を

お願いします。

なお、本通知は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第245条の4第 1項に基づく技術

…2こ 1:31

的な助言であることを申し添えますり



参 考

・「新型コロナタイルス感染症の対応について」 (内閣官房)
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